
１　総括

（１）　人件費の状況（普通会計決算）

A B

人

（２）　職員給与費の状況（普通会計決算）

人 千円 千円 千円 千円

（注） 1 職員手当には退職手当を含みません。

2 職員数は、令和６年４月１日現在の人数です。また、任期付短時間勤務職員、再任用職員（短時間勤務）及び会計年度任用職員を含みません。

3 給与費については、任期付短時間勤務職員及び再任用職員（短時間勤務）の給与費が含まれていますが、会計年度任用職員の給与費は含まれていません。

（３）　ラスパイレス指数の状況（各年4月1日現在）

（例）

（注） 1 　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の

差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数です。

2 （）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と

地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数です。

3 　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

 （４）　給与制度の総合的見直しの実施状況について

①　給料表の見直し

②　扶養手当の見直し

③　地域手当の改定

④　通勤手当の支給限度額の見直し

⑤　管理職特別勤務手当の支給拡大

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

 （1）　 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和７年４月１日現在）

①　一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

年度 配偶者

6,500円

3,000円

廃止

子（１人当たり）

10,000円

11,500円

・　支給限度額を月150,000円に引上げ、この範囲内で特急料金の全額支給

・　管理職の平日深夜に係る支給対象時間帯の拡大

・　級地区分の段階及び支給割合の見直し（静岡県５級地４％。ただし、令和９年度までは２％）

13,000円令和８年度～

令和７年度

千円

国 41.9 323,237 - 414,480

類似団体 42.3 325,941 386,178 355,674

御前崎市 39.8 316,100 370,109 352,544

静岡県 42.3 329,304 420,139 372,087

・　職務や職責をより重視した給料体系の導入

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額
(国比較ベース)

・　配偶者に係る手当の廃止及び子に係る手当の増額

現行

千円

給　　料

6,004

A うち期末・勤勉手当 B /A  

令和６年度
352 1,152,630 737,377 519,181 1,890,007 5,369

19.2%

区　分 職員数 給　　　　　与　　　　　費 （参考）
一人当たり給与費

（参考）
類似団体(Ⅰ-2)平
均一人当たり給与
費

職員手当 計 B

令和５年度の人件費率

令和６年度
千円 千円 千円 

29,715 16,484,073 517,732 2,997,907 18.2%

御 前 崎 市 の 給 与 ・ 定 員 管 理 等 に つ い て

区　分
住民基本台帳人口 歳 出 額 実質収支 人　件　費 人件費率 (参考)

（令和７年１月１日時点） B / A

90

95

100

105

110

御前崎市 類似団体平均 全国市平均

R7
97.5
(97.5)

R6
97.6

R6
98.6

R7
97.7

R7
98.7

R6
97.4
(97.4)

R4
97.7
(97.7)

R5
97.5
(97.5)

R4
97.3

R5
97.5

R4
98.7

R5
98.6
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②　技能労務職

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではありません。

（注）  1 　「平均給料月額」は令和７年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

    2

　また、「平均給与月額(国比較ベース)」は、比較のため国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除いたもの）で算出しています。

3 一般行政職とは、幼稚園教諭、保健師、医療職、消防職、企業職、技能労務職などを除く事務職です。

4 うち調理員については該当する職員が3名以下のため記載していません。

（2） 　職員の初任給の状況（令和７年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

（3）　 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和７年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

(注） 経験年数区分に該当する職員が3名以下の場合は平均給料月額を記載していません。

３　一般行政職の級別職員数等の状況

（１）　一般行政職の級別職員数等及び給料表の状況（令和７年４月１日現在）

円 円 人 ％

円 円 人 ％

円 円 人 ％

円 円 人 ％

円 円 人 ％

円 円 人 ％

円 円 人 ％

人 ％

(注） 1 御前崎市職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

2 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

258,100 36 17.4

計 207 99.9

係員２級 主査 230,000 308,500 21 10.1

１級 主事 183,500

３級 主任 265,300 354,700 50 24.2

課長
補佐級

４級 係長、総括主任 298,800 386,100 34 16.4 係長級

５級 課長補佐 321,300 398,200 33 15.9

部長級

６級 課長、局長 355,200 415,700 27 13.0 課長級

７級 部長 408,300 450,900 6 2.9

- -

区　分 標準的な職務内容
１号給の
給料月額

最高号給の
給料月額

職制上の段階

職員数 構成比 段階

362,700

技能労務職
高 校 卒 - - - -

中 学 卒 - -

一般行政職
大 学 卒 285,800 326,000 380,600 390,300

高 校 卒 - - 340,500

-

区　　　　分 10年以上～15年未満 15年以上～20年未満 20年以上～25年未満 25年以上～30年未満

技能労務職
高 校 卒 - 195,252 -

中 学 卒 - -

一般行政職
大 学 卒 220,000 228,826 220,000

高 校 卒 188,000 197,281 188,000

- -

※年収ベースの「公務員（C)」及び「民間（D)」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度に支給された
　　期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。

　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などすべての諸手当の額を合計したも
のであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。

区　　　　分 御前崎市 静岡県 国

- -

類似団体 51.7歳 12人 299,324円 330,782円 311,434円 - -

- -

国 51.3歳 1,703人 294,567円 － 337,907円 - -

- -

静岡県 52.2歳 95人 295,809円 351,044円 317,656円 - -

- -

うち調理員 - - - - - - -

平均給与月額
　　　　　　　　B

A　/　B

御前崎市 45.1歳 14人 242,200円 287,606円 255,600円 - -

区分

公務員 民間

平均年齢 職員数 平均給料月額
平均給与月額
　　　　　　　　A

平均給与月額
  (国比較ベー

ス)
対応する民間の類似職種 平均年齢

1級, 17.4% 1級, 15.5% 1級, 14.8%

2級, 10.1%
2級, 10.7% 2級, 11.5%

3級, 24.2%
3級, 23.8%

3級, 19.1%

4級, 16.4%
4級, 17.0% 4級, 25.4%

5級, 15.9%
5級, 15.0%

5級, 12.5%

6級, 13.0%
6級, 13.6% 6級, 12.9%

7級, 2.9% 7級, 4.4% 7級, 3.8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

R7年度の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比

-　2　－



（2）　国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（令和７年４月１日現在）

(3)昇給への人事評価の活用状況（一般行政職）(御前崎市)

イ　人事評価を活用している

上位、標準、下位の区分

上位、標準の区分

標準、下位の区分

標準の区分のみ(一律)

ロ　人事評価を活用していない

活用予定時期

４　職員の手当の状況

（1）　 期末手当・勤勉手当

千円 千円

　（令和６年度支給割合） 　（令和６年度支給割合） 　（令和６年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

月分 月分 月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分 月分 月分

　（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算　 　 5～20%

　（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算    　5～20%
・管理職加算　20～25%

　（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算    　5～20%
・管理職加算　10～25%

　（注）　（　）内は、再任用職員に係る支給割合である。

(1.40) (1.00) (1.40) (1.00) (1.40) (1.00)

一般職員 2.50 2.10 2.50 2.10 2.50 2.10

御前崎市 静岡県 国

　1人当たり平均支給額（令和６年度） 1人当たり平均支給額（令和６年度）
－

1,475 1,859

〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇

令和７年度中における運用
管理職員 一般職員

昇給可能な区分 昇給実績がある区分 昇給可能な区分 昇給実績がある区分

令和７年４月１日時点

御前崎市（R7）

国家公務員（R7)

国７級市７級

昇 給

国６級

国５級
国４級

国３級

国２級

国１級

市６級

市５級
市４級

市３級

市２級

市１級
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○勤勉手当への人事評価の活用状況(一般行政職)　　　(御前崎市)

イ　人事評価を活用している

上位、標準、下位の区分

上位、標準の区分

標準、下位の区分

標準の区分のみ(一律)

ロ　人事評価を活用していない

活用予定時期

（２）　 退職手当 （令和７年４月１日現在）

（支給率） （支給率）

勤続20年

勤続25年

勤続35年

最高限度額

その他の加算措置       役職加算 その他の加算措置       定年前早期退職特例措置

　 定年前早期退職特例措置 　 （割増率　2～45％）

1人当たり平均支給額

(注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、令和７年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均です。

（3）　 地域手当 （令和７年４月１日現在）

＊医療職給料表（一）の適用を受ける職員のみ対象

（4）　 一般職・消防職に係る特殊勤務手当（令和７年４月１日現在）

千円　　

円　　

％　　

市税事務に従事する職員の
特殊勤務手当

普通税務手当 　　１日につき150円

特別税務手当 　　１日につき250円

不快な業務に従事する職員の
特殊勤務手当

行旅病人取扱手当 　　１件につき1,000円

行旅死亡人取扱手当 　　１件につき3,000円

傷病者取扱手当 　　１件につき300円

夜間特殊業務手当 　　１日につき500円

資格手当 　　1月につき4,000円

種類 名称 左記職員に対する支給単価

消防業務及び救急業務に従事する職員の
特殊勤務手当

救助業務手当 　　１件につき300円

潜水業務手当 　　１件につき300円

消火作業手当 　　１件につき300円

普通会計関係職員全体に占める手当支給職員の割合（令和６年度） 15.1

手当の種類 10種類

支給実績（令和６年度普通会計決算） 4,094

支給職員1人当たり平均支給年額（令和６年度普通会計決算） 78,727

全地域 16% 23 16%

区　　　　　　分 全　　　職　　　員

支給職員1人当たりの平均支給年額（令和６年度決算） 985,188円

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

1,794千円 21,802千円

支給実績（令和６年度決算） 22,659千円

月分

47.709 月分 47.709 月分 最高限度額 47.709 月分 47.709 月分

33.27075 月分

39.7575 月分 47.709 月分 勤続35年 39.7575 月分 47.709

月分 24.586875 月分

28.0395 月分 33.27075 月分 勤続25年 28.0395 月分

19.6695 月分 24.586870 月分 勤続20年 19.6695

御前崎市 国

自己都合 応募認定・定年 自己都合 応募認定・定年

支給実績がある成績率

〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇

令和７年度中における運用
管理職員 一般職員

支給可能な成績率 支給実績がある成績率 支給可能な成績率

-　4　－



（5）　 医療職に係る特殊勤務手当（令和７年４月１日現在）

（6）　 時間外勤務手当

支 給 実 績（令和５年度普通会計決算) 69,177 千円　　

職員１人当たり平均支給年額（令和５年度普通会計決算) 352,944 円　　

職員１人当たり平均支給年額（令和６年度普通会計決算) 386,377 円　　

死体検案業務手当
1体につき
【医師】　 　7,500円
【医師以外の職員】　　　2,500円

支 給 実 績（令和６年度普通会計決算) 67,616 千円　　

保健衛生業務に従事する職員の
特殊勤務手当

診療手当

【医師】
前々月の診療収入から前々月の材料費を控
除した額の100分の2に相当する額を限度に
別に規則で定めた額

夜間看護手当

深夜における勤務時間が6時間以上かつ連
続して勤務が13時間を超える場合
　　　1回につき8,500円
深夜における勤務時間が6時間以上13時間
以下である場合　　1回につき8,100円
深夜における勤務時間が4時間以上6時間
未満である場合　　1回につき4,100円
深夜における勤務時間が2時間以上4時間
未満である場合　　1回につき4,000円
ただし、9回の場合は820円を加算し、10回の
場合は2,050円を加算し、11回目以降は
2,050円に加えて10回を超える回数1回につ
き1,640円を加算する

早番・遅番勤務手当

正規の勤務時間の開始が午前6時から午前7
時前の場合　　　1回につき500円
正規の勤務時間の開始が午前7時から午前8
時15分前の場合　　　1回につき350円
正規の勤務時間の終了が午後7時から午後8
時の場合　　　1回につき500円
正規の勤務時間の終了が午後8時後から午
後9時の場合　　　1回につき1,000円
正規の勤務時間の終了が午後9時後から午
後10時の場合　　　1回につき1,500円

死体解剖補助業務手当 1体につき1,100円

感染症防疫作業手当 1日につき350円

手当の名称 主な支給対象 左記職員に対する支給単価

保健衛生業務に従事する職員の
特殊勤務手当

医務手当
【医師】　 　職位による
【技師、看護師】　　10,000円以内（月額）
【介護員】　　5,000円以内（月額）

医師特別手当 【医師】　　月額3,300～310,000円
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（7）　 その他の手当（令和７年４月１日現在）

5　特別職の報酬等の状況（令和７年４月１日現在）

　（令和６年度支給割合）

月分

　（令和６年度支給割合）

月分

（算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

給料月額×在職年×支給率500/100

給料月額×在職年×支給率300/100

(注） 退職手当の「１期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝48月）勤めた場合における退職手当の見込額です。

17,200千円 任期毎

副　 　市 　　長 8,160千円 任期毎

期末
手当

市長・副市長
4.60

議長・副議長・議員
3.60

退
職
手
当

市　　　 　　　長

／ 279,000円

議　　　 　　　員 300,000円 　　　　　　 450,000円 ／ 259,000円

495,700円

報
酬

議　　　　　 　長 390,000円 　 　　　　　530,000円 ／ 327,000円

副　　 議　 　長 330,000円 　　　　　　 470,000円

給
料

市　　　 　　　長 860,000円 　　　　 　　980,000円 ／ 525,700円

副　 　市 　　長 680,000円  　　　　　  794,000円 ／

区　　　　分
給　　　　料　　　　月　　　　額　　　　等

御前崎市 類似団体における最高／最低額

管理職員
特別勤務手当

管理職員が週休日や平日深夜等に勤務した場合
部長・課長級　12,000円（6,000円）
課長補佐級　　10,000円（5,000円）
※（　）内は平日深夜の場合

同 - 1,065千円 36,724円

宿日直手当 日額　4,400円 同 - 1,074千円 6,507円

単身赴任手当
定額　30,000円
(赴任地からの距離　片道60km以上）
赴任地までの距離に応じて加算額あり

同 － 30千円 30,000円

　 〃 　35～40ｋｍ：21,600円

　 〃 　40～45ｋｍ：24,400円

　 〃 　45～50ｋｍ：26,200円

　 〃 　50～55ｋｍ：28,000円

　 〃 　55～60ｋｍ：29,800円

　 〃 　60km～　　：31,600円

　 〃 　10～15ｋｍ： 7,100円

　 〃 　15～20ｋｍ：10,000円

交通用具利用

　片道　 2～ 5ｋｍ： 2,000円

同 -

　 〃 　  5～10ｋｍ： 4,200円

　 〃 　20～25ｋｍ：12,900円

　 〃 　25～30ｋｍ：15,800円

　 〃 　30～35ｋｍ：18,700円

通勤手当

交通機関利用：実費 同 －

27,366千円 94,366円

上記以外：6,500円

特定期間の加算：5,000円

住居手当 借家：28,000円(限度額) 同 － 22,002千円 309,887円

扶養手当

配偶者：6,500円

同 － 28,112千円 260,296円
子：10,000円

参事級　66,000円

課長級　63,000円
管理職手当

部長級　71,000円

異 支給額 54,351千円 696,808円

課長補佐級　48,000円

 手当名 内容及び支給単価
国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

支給実績
(令和６年度普通会計決算)

平均支給年額
（令和６年度普通会計決算）
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6　職員数の状況

（１）　 部門別職員数の状況と主な増減理由

人口一万人当たり職員数 人

類似団体の人口一万人当たり職員数 人

人口一万人当たり職員数 人

類似団体の人口一万人当たり職員数 人

（注） １　職員数は一般職に属する職員数です。

２　[ ]内は条例定数の合計です。

 （2）　年齢別職員構成の状況（令和７年４月１日現在）

％

（3）　職員数の推移

部門別

年度

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）724

（注）各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

713 698 699

-1.4%

340 -16 -4.5%

685 -39 -5.4%

公営企業等会計計 356 356 354 347 347

総合計 724

-8 -10.5%

消防 74 75 75 75 75 73 -1 

204 -14 -6.4%

教育 76 72 71 69 67 68

345 -23 -6.3%

一般行政部門 218 221 213 207 210

普通会計計 368 368 359 351 352

（単位：人）

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度
過去5年間の
増減数（率）

8.47 11.68 8.32 5.11 2.77 100%

19 685人

割合 1.18 8.47 13.28 10.22 11.24 9.05 10.22

62 70 58 80 57 35職員数 8 58 91 70 77

43歳 47歳 51歳 55歳 59歳 以上
～ ～ ～

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳

60歳
計～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳
区　分

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳

＜参考＞ 人口一万人当たり職員数 230.52 人
[853] [853]

小　　　計 347 340 △ 7

合　　　計
699 685 △ 14

公
営
企
業
等

会
計
部
門

国保・介護 12 13 1

下水道 4 4 0

水道 6 6 0

病院 325 317 △ 8

計 352 345 △ 7
＜参考＞ 116.10

90.75

消防 75 73 △ 2

小　　　計 142 141 △ 1

70.52

教育 67 68 1

小　　　計 210 204 △ 6
＜参考＞ 68.65

商工 7 11 4

土木 26 23 △ 3

衛生 19 20 1

農林水産 11 11 0

民生 59 49 △ 10

総務 70 70 0

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議会 3 4 1

税務 15 16 1

区分 職　　員　　数 対 前 年
増 減 数

主な増減理由
部門 令和６年度 令和７年度

（各年４月１日現在）

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

2
0
歳
未
満

2
0
～
2
3

2
4
～
2
7

2
8
～
3
1

3
2
～
3
5

3
6
～
3
9

4
0
～
4
3

4
4
～
4
7

4
8
～
5
1

5
2
～
5
5

5
6
～
5
9

6
0
歳
以
上

R7構成比

5年前の構成比
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7　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）　勤務時間の概要（標準的なもの）

（注) 勤務の特殊性により、上記と異なる勤務時間が運用される場合があります。

（２）　年次有給休暇の取得状況（令和６年１月１日～令和６年12月31日）

（注） 各日数は、令和６年１月１日から令和６年12月31日までの全期間に在職した市長部局の一般職の合計です。

（３）　育児休業等の取得状況

　① 育児休業

　② 部分休業

　③育児短時間勤務

（４）　介護休暇の取得状況

　介護休暇は、長期にわたって介護が必要な家族を介護するための休暇であり、連続する６月の範囲内で取得することができます。
　なお、介護休暇期間中は無給となります。

令和６年度取得者 0人

　育児休業は、子が３歳に達する日までの期間を限度として勤務しないことができる制度です。なお、育児休業期間中は無給となります。

　部分休業は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため勤務時間の一部を勤務しないことができる制度です。部分休業により勤務

しなかった時間の給料は減額となります。

　育児短時間勤務は小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、1日につき3時間55分の勤務時間等の形態で勤務できる制度です。

育児短時間勤務中の給料月額は勤務形態に応じた額となります。

令和６年度新規取得者

24人

令和６年度取得者 12人

令和６年度取得者 0人

9,739日 3,214日 252人 12.8日 33.0%

（年途中の退職・採用職員、育児休業職員、休職職員等を除く。）

年次有給休暇は、１年ごとに20日与えられ、20日を超えない範囲の残日数は、翌年に繰り越すことができます。

総付与日数 総取得日数 対象職員数 平均取得日数 消化率

8:15 17:00 12:00～13:00

始業時刻 終業時刻 休憩時間

7時間45分 38時間45分

１日の勤務時間 １週間の勤務時間
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（５）　病気休暇・特別休暇の概要（令和７年４月１日現在）

妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場
合

父母の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると
認められる場合

妊娠中の女性職員が妊娠に起因する障害のため勤務することが困難
な場合

必要な期間

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による感
染症予防上必要な措置

必要と認められる期間

組合休暇 公務に支障がないと認めるときにその有効期限を定めて与える

５月から１０月までの期間内において、週休日等を除き原則連続する３日の
範囲内期間

特
　
別
　
休
　
暇

１年において５日（当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療
に係るものである場合にあっては、10日）

公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間

裁判員、証人、参考人等として官公署へ出頭する場合

妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑により母体又は
胎児に影響を受ける場合

１日を通じて１時間を超えない範囲内で、必要な時間

妊娠中又は出産後１年以内の女性職員が健康診査等を受ける場合 １回につき必要な時間

妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響がある場
合

適宜休息し、又は補食するために必要な時間

災害又は交通機関の事故等により出勤が困難な場合 必要と認められる期間

災害又は交通機関の事故等により通勤途上における身体の危険を回
避する場合

必要と認められる期間

生理日において勤務することが困難な場合 ２日の範囲内でその都度必要と認められる期間

災害により滅失した住居の復旧作業等の場合 必要と認められる期間

要介護者を介護する場合 １年で５日（要介護者が２人以上の場合は10日）の範囲内の期間

家族の看護をする場合 １年で3日の範囲内の期間

忌引の場合 10日の範囲内でそれぞれ定める期間

１日以内

夏季休暇

配偶者が出産する場合 ２日の範囲内の期間

配偶者の出産に伴い子の養育を行う場合 産前産後の期間内で５日の範囲内の期間

小学校就学前の子を看護する場合 １年で５日（子が２人以上の場合は10日）の範囲内の期間

産前休暇 出産予定日前６週間（多胎妊娠の場合は14週間）

産後休暇 出産の日の翌日から８週間を経過する日までの期間

生後１年に達しない子の保育のために必要と認められる授乳等を行う
場合

１日２回、それぞれ30分以内

必要と認められる期間

骨髄提供のために必要な検査、入院等をする場合 必要と認められる期間

社会に貢献する活動を行う場合（ボランティア休暇） １年で５日の範囲内の期間

結婚の場合 連続する５日の範囲内の期間

病
気
休
暇

公務上、通勤による負傷、疾病の場合 医師の証明書等に基づいて最小限度必要と認められる期間

結核性疾患の場合
１年を超えない範囲において医師の証明書等に基づいて最小限度必要と
認められる期間

上記以外の負傷、疾病の場合
90日を超えない範囲内において医師の証明書等に基づいて最小限度必要
と認められる期間

　病気休暇・特別休暇の種類と期間は次の表のとおりです。休暇によって１日、又は１時間を単位として取得することができます。

休暇の理由 期間
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8　職員の分限及び懲戒処分の状況（医療職を含む。）

（１）　分限処分

（２）　懲戒処分

9　職員の研修の状況

(１) 派遣研修

　 静岡県、（公財）静岡県市町村振興協会など各種研修機関への派遣

(2) 職場研修

　 ア　委託研修

法制執務研修、コンプライアンス研修、メンタルヘルス研修、課長職研修などの開催

イ　自主研修

職場内の講師による新規採用職員研修、新規採用予定者研修などの開催

管理・監督者が日常業務を通じて行う職場研修など

(3) 広域合同研修

　 菊川市、牧之原市との３市合同による階層別研修、専門研修などの開催

(4) 自己啓発

　 外部教育機関講座の活用　など

休職

令和６年度処分者数

免職 停職 減給 戒告

　分限処分とは、職員の勤務実績がよくない場合や心身の故障など、その職責を十分に果たすことができない場合に、職員の意に反して行う、

不利益な身分上の処分で、免職、休職、降任、及び降給があります。

令和６年度処分者数

免職

１人 ０人 ０人 ０人

0 人 10人 0人 0人

　懲戒処分とは、法令に違反した場合等、職員の職務上の義務違反に対して、任命権者が、公務員の秩序を維持するために行う制裁的処分

で、免職、停職、減給及び戒告があります。

降任 降給
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